
２０２４年度アートマイル国際協働学習プロジェクト実施要領 

主催：一般財団法人ジャパンアートマイル 

 

１．事業の目的 

   本事業は、日本の学校と世界の学校をつなぎ、協働学習を通じて創造的思考を身に

つける日本発の国際教育として実施し、自国の伝統文化に誇りをもち、グローバルな

視野をもって世界の人々と協働し、平和で持続可能な社会を創る主体となる次世代を

育成することを目的としています。 

 

２．事業の名称 

  2024 年度アートマイル国際協働学習プロジェクト 

本事業は文部科学省・外務省の後援事業として実施します。 

      
 

３．実施期間 

2024 年 4 月 1 日 ～ 2025 年 3 月 31 日 

 

４．対象とする児童生徒 

(1) 国内：全国の小学校・中学校・高等学校・大学の児童･生徒･学生 

 

(2) 海外：世界各地の小学校・中学校・高等学校・大学の児童･生徒･学生 

 

５．募集数 

   各 100 校 

 

６．募集期間 

   2024 年 3 月 1 日（金） ～ 4 月 19 日（金） 

 

７．申込方法 

   下記ホームページより 2024 年度アートマイル国際協働学習プロジェクト参加申込

書(Word)」をダウンロードして、必要事項を記入した Word ファイルと、それに学校長

印を押印した PDF ファイルをメールに添付して JAM 事務局に送ってください。 

 

［ＵＲＬ］ http://artmile.jp   ［e-mail］ jam@artmile.jp 

 

８．参加費 

   海外校と協働学習を実施ための実費が必要です。費用についてはホームページで確

認してください。 

 

９．事業内容 

   本事業は、ジャパンアートマイル（JAM）が開発した「アートマイル国際協働学習カ

リキュラムモデル」（別紙資料）に添って実施する。 

 

(1) 日本と海外の児童･生徒･学生が、JAM が提供する電子フォーラムの利用を基本

にインターネットを活用、共通の学習テーマを設定して国際協働学習を行う。 

後援／ 

http://artmile.jp/


 

(2) 自分たちの地域をより良くするために地域課題を見つめ直し、国連が定める持続

可能な開発目標 SDGs に連携させて学習テーマを設定し、自分たちが生きる未来

のあるべき姿について一緒に考え、課題について議論して学習を深める。学習の

成果として世界に訴えるメッセージを込めたアートマイル壁画（1.5m×3.6m の

大型絵画）を共同制作する。 

（キャンバスの半分ずつに絵を描いて壁画を完成させる。） 

 

（3）活動全体を振り返って、学習の成果について自己評価する。 

 

１０．スケジュール 

(1) 参加校募集・決定［2023 年～2024 年］ 

［12 月～3 月］ 募集案内（日本校、海外校の募集） 

［3 月～ 4 月］ 参加申込受付 

［4 月～ 5 月］ 参加申込校ヒアリング（Zoom 等） 

［5 月］     参加校決定、日本校と海外校のマッチング 

 

(2）国際協働学習［2024 年～2025 年］ 

    ［ 5 月］【導入】 事前学習（SDGs の基礎学習） 

［ 6 月］【調べ   地域課題を SDGs と関連させ学習テーマを設定して調べ学習 

［ 7 月］ 学習】 学習テーマを自分事にして深く学習 

［ 8 月］     海外校の教師との年間学習スケジュールの調整 

    ［ 9 月］【共有】 課題を共有し、解決に向けて意見交換 

    ［10 月］【融合】 解決に向けて議論を深め､未来へのメッセージ作成    

［11 月］【創造】 学習の成果を壁画表現するためデザイン･制作分担の協議 

［12 月］     日本校が壁画の半分を制作して、海外校へ郵送 

    ［1 月～2 月］   海外校が壁画を完成させて、日本校へ郵送 

    ［2 月 ］【評価】 学習の振り返りと自己評価 

［3 月］        教師の学習の振り返り・報告書作成､アンケート提出 

 

※JAM は参加校から提出された報告書を分析し、2025 年度の事業に反映させる。 

 

１１．文部科学大臣賞・外務大臣賞 

   アートマイル国際協働学習の取り組みにおいて他の模範となる優秀な実践を行った

国内校に文部科学大臣賞、外務大臣賞及び副賞を各１校に贈呈する。 

 

１２．アートマイル作品の帰属 

制作された作品は JAM に寄贈していただきます。 

   JAM は、制作された作品の適切な管理を行うと共に、アートマイル学習推進のため、

作品の国内外での展示、複製の作成・頒布等の著作権を有するものとします。 

 


